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建替え相談会の報告 

４-１ 建替え相談会開催概要 

       対象 防災生活道路１・２・３・５・６号沿道の住民            556 件 
           防災生活道路１・２・３・５・６号沿道の地区外権利者    176 件 
 

開催日時 
参加者数（組） 

防 1 防 2 防 3 防 5 防 6 計 
令和 6年 6月 12日（水） 
18:00～20:30 

4 1 0 0 1 6 

令和 6年 6月 15日（土） 
 9:30～12:45 

1 4 1 3 0 9 
 

４-２ 開催案内 
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４-３ 参加者の主な質問・相談への説明概要 

密集事業関連 

（１）密集事業は任意事業です。建替えなど個々のタイミングで事業協力(道路・公園
用地の提供)を検討ください。 

（２）ただし、壁面後退など地区計画で定めるルールは守らなくてはなりません。 

（１）令和 7 年度から約 10 年を想定しています。進捗状況によって 15 年・20 年と
延伸して継続する可能性があります。 

（２）参考として、千住仲町では事業期間は当初 10 年間を予定し、延⾧（事業延
伸）により 15 年間事業を継続しました。 

 

（１）事業終了後であっても、地区計画のルールは残ります。 
（２）防災生活道路の拡幅について、他地区では、細街路整備事業に引き継がれ、

道路用地を実質買収するような形で道路整備をしています。 
（３）細街路整備事業でお支払いする額（奨励金）は、密集事業による用地買収よ

り安価となり、物件移転補償費（以下、「補償費」という。）はありません。 
 

（１）現時点で建築年が浅いと、(数十年後)建替えを検討するときには事業が終了し
ている可能性が高く、補償費が出ない中でセットバックすることが考えられます。 

（２）ただし、一般的に家が新しければ補償費は高くなります。「補償費が高く出るなら、
建替えたばかりだけど事業期間内に建替えを検討しよう」という方もおられるかもしれ
ません。 

（３）大幅なセットバックにより、残地での再建が困難な方に対しては、個々のご意向を
お聞きした上で、残地買収などの対応を検討していきます。 

（４）将来の世代のためにも、柳原を住みやすいまちにする計画なので、ご理解、ご協
力いただきたいと考えています。 

事業協力によりアパートを解体する場合、借家人に対する補償（引越し費用など）
があります。 
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補償関連 

     （１）地権者から事業協力検討の旨のご連絡を受けた後、区が測量（用地買収面積
の確認）・用地買収費の算定・物件移転補償調査※１（以下、「補償調査」とい
う。）を実施し、用地買収費及び補償費を提示します。 

        ※１ 補償調査は、補償費算定会社に区が委託します。 
            半日ほど区と業者が家の中に入ります。 
     （２）関係権利者※2 から協力の回答を頂けた場合、区と関係権利者の間で、土地売

買契約・物件移転補償契約（移転期限等記載）を締結します。 
        ※2 関係権利者:底地権者、建物所有者、借家人など 
 

     （１）曳家・改造・残地再築・構外再築などを検討し、その中から実現可能性があり、 
         安価な手法を補償費として区から提示します。 
     （２）ただし、所有者がどのように生活再建を図るかは自由です。 
         例:曳家を想定した補償だったが、実際には建替えるなど。 
     （３）再築の場合の補償の考え方は、現在と同じ規模の建物を建てることを想定し、 
        補償費は「解体費」「引越し費用」「不動産仲介費」「建築費※」等を考慮して 
        算出します。 
        ※ 建築費＝現在価値評価額（新築費用ではありません。なお、古い建物でも 
                 評価額が 0 円になることはありません。） 

 

用地買収費:土地売買契約締結後に一括で支払います。 
補償費:物件移転補償契約後に補償費の８割、移転完了後に２割を支払います。 
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その他 

 最低敷地面積のルールは新たに敷地を分割する際に適用されるため、現在 66 ㎡未
満であっても問題ありません。 

（１）境界確認に係る費用等は区が負担します。 
（２）境界確認の相手の所在が不明など、境界確認ができず、事業が進められない事

例があります。 
 

（１）用地買収に係る譲渡所得税は区が税務署と協議し、控除手続きを行います。 
（２）控除額の上限は 1,500 万円ですが、道路用地買収面積の多くは小規模のた

め、基本的に譲渡所得税はかからないと思われます。 
     （３）補償費に係る税金につきましては、区では税務署と協議を行うことができません。 
         このため、補償費に係る控除の有無など詳細につきましては、税務署や税理士等

へ個別にご相談ください（相談窓口が記載されたリーフレットを当日配布しました）。 
 

 

４-４ 用地測量・補償調査予定 

       相談会の結果（後日、個別対応した方を含む）、事業協力のご検討へ向け、以下のとお

り用地測量及び補償調査を実施する予定です。 
 

令和 6 年度 実施予定の相談者 ６件 

令和 7 年度 実施予定の相談者 ２件 

将来 事業協力検討の相談者 ２件 
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４－５ 防災生活道路４号（以下「防４号」という。）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      （１）現状の道路幅 

          上記の緑の矢印が現地の道路幅であり、防４号全体の道路幅は約５～6.4ｍです。 

      （２）区域管理図の道路幅 

          上記の赤の矢印が区域管理図の道路幅であり、防４号全体の道路幅は約 6.3～

6.4ｍです。 

      （３）道路幅の違いについて 

          区は、区域管理図の範囲で土地を所有していますが、現状、沿道の建物や工作物が

一部道路に突出している場所があります。 

          今後、新築・建替えの際は、必ず赤い線まで下がって敷地設定をしていただく必要が

あるため、今後の建替えにより道路幅６ｍ以上が確保されます。 

      （４）用地買収、物件移転補償について 

          既存道路幅が６ｍ未満である道路は拡幅部分の用地買収を行いますが、防４号は

すでに区道（区有地）としての道路幅が６ｍ以上あるため、防７号同様、用地買収

や用地買収に伴う物件移転補償は対象外となります。 
 

道路幅のイメージ図（防４号の位置は 13 ページ参照） 
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